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保有する不動産にかかる賃貸借契約の変更について 

 

 

本投資法人は、本日、本投資法人が保有する日産自動車本社ビル新館（以下、「本物件」といいます。）に

関して、本投資法人と森トラスト株式会社（以下「テナント」といいます。）の間で締結している定期建物賃貸借

契約（以下、「マスターリース契約」といいます。）について、下記のとおり契約の変更を行うことを決定しました

のでお知らせします。 

 

記 

 

１．変更の概要 

本物件は本投資法人がマスターリース契約に基づいてテナントに一括して賃貸しており、テナントが

日産自動車株式会社（以下「転借人」といいます。）に転貸しています。 

本年9月末を以ってマスターリース契約が契約期間満了となるため、契約期間を1年間延長します。ま

た、転貸借契約に基づき、テナントの収受する賃料及び敷金（以下「サブリース賃料等」といいます。）が

変動した場合に、マスターリース契約の賃貸借条件を改定する旨の特約を設けました。 

マスターリース契約の主要な変更内容は以下のとおりです。 

 

(1)契約期間 

変更前 自：平成 15 年 3 月 31 日  至：平成 20 年 9 月 30 日 

変更後 自：平成 15 年 3 月 31 日  至：平成 21 年 9 月 30 日 

 

(2)賃貸借条件の改定 

平成20年10月1日以降、転貸借契約の変更、更新又は解約等によりサブリース賃料等に変

更が生じた場合、本投資法人がテナントから収受する賃料及び敷金は、サブリース賃料等に

連動して変動します。 

 

(3)上記以外の主要な契約条件の変更はありません。 

 

２．変更契約締結日 平成20年5月14日 

 

３．今後の見通し 

本件を含めた業績の見通しについては平成20年5月14日発表の平成20年3月期決算短信をご覧くだ

さい。 

 

 



 
 

（ご参考）転借人の異動について 

転借人は、既に公表されているとおり、新本社ビルを横浜市に建設中です。 

新本社ビルへは平成21年10月までには本社を移転する予定である旨転借人より発表されていますが、

本物件からの移転の有無及び移転する場合の時期等については未確定です。このため、新本社ビルの

完成時期を睨み、1年間のマスターリース契約期間の延長を行なうものです。 

なお、サブリース賃料等及び契約期間等については、現在、テナントと転借人との間で協議中です。 

 

以 上 

※本日資料の配布先： 兜クラブ、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会 


